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Ⅰ 「新公立病院改革ガイドライン」 

１． 総務省通知（２０１５.３.３１） 
 

「公立病院改革の目的は、これまで行ってきた5年間（2009－2013）の改革プラ
ンに引き続き行う」 

  

２． 公立病院改革のめざすもの 

 

「公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保を
図り、その中で公立病院が安定した経営の下でへき地医療・不採算医療や高
度・先進医療等を提供する重要な役割を継続的に担っていくことができるように
すること」 



 
 

３．「新公立病院改革プラン」の策定要請 
 
 （１）プラン策定時期：２０１５～２０１６年度 

 
①地域医療構想を踏まえ早期に策定、策定後に調整会議（協議の場）との齟齬が生 

 じた場合は、速やかにプランを修正。 
②前ガイドラインによるプラン実行中は、更なる見直しを検討し、新改革プランを 

 策定。 
③自主的な改革プランの策定、地方独立行政法人における中期計画を策定している 

 場合は、新ガイドラインにおいて不足している部分を追加または別途策定。  
 

（２）プラン実施期間：策定年度～２０２０年度を標準、２０２５年度を見据える 

 
（３）プランの内容：（新規）地域医療構想を踏まえた役割の明確化が追加⇒４項目 

 

① 経営の効率化 

 ○公立病院が担う役割の明記、経常収支比率等の数値目標の設定、経営効率化 

 ○医師等の人材確保・育成、経営人材の登用、経費削減・収入増加等の取り組み明記 

② 再編・ネットワーク化 

 ○地域・病院間の機能重複、病床利用率が低水準、公民の再編統合も含め推進 

③ 経営形態の見直し 

 ○民間的経営手法の観点から地方独法化、指定管理、全部適用、民間譲渡の推進 
 



 
 

４． （新規）地域医療構想を踏まえた役割の明確化 
 

○地域医療構想の実現に向けた取り組みと並行、公立病院の役割を従来にも増して精査  
○病院が複数立地する人口密集地や、人口が少ない中山間地に所在する場合は、立地条 
 件や医療機能の違いがあることを踏まえて明確化 

 
 ①地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割 

 ○具体的な将来像（2025年）の明確化 

 →構想区域における病床・機能区分ごとの必要量が地域医療構想と整合性のとれ 

  た形で病床機能の在り方を示す 

②地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割  

 ○中小規模 →在宅医療に関する役割、住民の健康づくりを強化する具体的機能                

 ○大規模   →緊急時における後方病床の確保、人材育成など病院の特性を活かす 

③一般会計負担の考え方 

  ○一般会計が負担すべき経費の範囲についての考え方を示す 

 ○一般会計等負担金の算定基準（繰出基準）を記載する 

④医療機能等指標に係る数値目標の設定 

 ○適切な医療機能等の指標について、数値目標を設定 

       →果たすべき役割に沿った医療機能を十分に発揮しているかを検証 

⑤住民の理解 →医療機能を見直す場合には、住民の理解と納得を得る 

 

 



 
総務省資料 

 



 

 
総務省資料 

 



①経営の効率化 

       ○２００８年度          赤字：７０．３％  黒字：２９．７％ 

       ○２００９年度（プラン開始）     ↓           ↓ 

       ○２０１３年度          赤字：４６．４％  黒字：５３．６％ 

 

②経営形態の見直し  

        ○地方独立行政法人化（非公務員型）     →   ６９病院 

        ○指定管理者制度導入（公設民営型）     →   ２１病院 

        ○民間譲渡・診療所化                →   ５０病院 

 

③統合、再編・ネットワーク化 

        ○統合・再編等に取り組んでいる病院数   →１６２病院 

        ○再編等の結果                ２００８年度         →９４３病院    

                            ２０１３年度         →８９２病院    △51 
 

 
 
５． これまでの公立病院改革（2013年3月31日現在） 
 
 



 

６． 都道府県の役割・責任の強化 
 

  

○医療法に基づき、地域医療構想を策定するための措置を講じることから、 
 地域の医療提供体制の確保について、これまで以上の責任を有する。 
 

 ⇒地域医療構想調整会議の設置、協議がととのわない場合の要請・指示・命令等、 
  基金による財政支援等 
 
 
       

     都道府県の市町村担当部局と、医療担当部局とが連携して取り組む 
 

（１）地域医療構想の策定等を通じた取り組み 
 

 ①病院事業設置団体の新改革プランの策定について適切に助言 
 ②市町村等が、再編・ネットワーク化に係る計画を策定する際、積極的に参画 
 
（２）管内市町立病院の施設の新築・建替等を行う場合の検討 
 
 ①管内市町村の病院施設の新築・建替等にあたっては、当該公立病院の機能・役割分担、 
 統合・再編のあり方、適切な規模、医師確保の方策、収支見通し等について十分に検討 
 
 ②地域医療構想との整合性に係る都道府県の意見に基づき、適当であるものに係る病院 
 事業債について地方交付税措置 
 
 



  

  【県本部の役割】 
 

１．都道府県の自主性、権限が強くなることから、都道府県との意見 

  交換の場を構築し、地域医療構想・再編の動向を常に把握 
 

 

２． 対都道府県交渉、議員対策、都道府県が開催する検討会・委員 

  会への組合参加（地方連合会・自治労）等の要請 
 

 

３．県本部内の政策担当、組織担当、衛生医療評議会全国幹事が 

  連携し、自治労公立病院改革対策の中心的役割を担い、 

  単組―県本部―本部との連絡調整機能となること 
 

 

Ⅱ 県本部の取り組み概要－① 



 
  
 

   
  
 
   
 
  

Ⅱ 県本部の取り組み概要－② 

      
   
     

【具体的取り組み】 

３．組織対策 
① 改革提案病院に対する経営形態変更、再編、統合等で生じる組織課題の対応、交渉の支援 
② 単組・病院と市町村担当部署との情報交換の場の設置の指導と支援 

２. 体制構築 
① 政策担当-組織担当-衛生医療評議会・全国幹事が連携し、公立病院改革対策推進体制の 
  構築、対策会議等の開催 
② 本部-県本部-県職-単組(病院)との情報共有、連携強化による素早い対応可能な体 
   制の構築 

１. 都道府県・議員対策 
① 都道府県担当部署の確認と情報交換の場の設置 
② 都道府県の医療計画・地域医療構想（調整会議）の動向や統合・再編、経営形態変更 
  の動向・方向性の把握 
③ 自治体議員連合・協力議員団との情報の共有化、協力体制の構築 
④ 「新たな財政支援制度・基金」 についての都道府県要請、意見反映 
⑤ 市民の声が反映された地域医療構想（調整会議）、病院改革プランかどうか確認・検証   

４. 衛生医療評議会・全国幹事 
① 11月まで間に、「『新公立病院改革ガイドライン』に対する今後の取り組みについて」と、 
 「『看護師の診療の補助における特定行為』に対する自治労衛生医療評議会方針と今後の取り組み」
の単組役員への取り組み周知の徹底、対策会議の開催 
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【単組の役割】 
１． 「新公立病院改革」 と「地域医療構想・基金」の制度内容を把握 

 

２．病院規模別に求められる役割と、改革の具体的影響を再確認 

 ① 大規模病院 

  緊急時における後方病床確保や人材育成など病院の特性に応じた役割の明確化 

  ② 中小規模病院 

  ・在宅医療に関する役割、健康づくりの強化機能、地域包括ケアシステムの中での役割の明確化 

  ・地域の介護需要によっては、診療所、老健施設など病院事業からの転換など 

  ③ ３年連続病床稼働率70％以下の病院 

   地域に基づいた具体的な将来像を基に病床削減、診療所化、再編・ネットワーク化、経営形態の 

   見直しなど 
 

３．再編・ネットワーク化の予定、予測される場合は所属の病院の現状を 

  県本部、本部と情報共有し労働条件闘争、組織対策に備える 

Ⅲ 単組の取り組み概要－① 



 
 
 

 

 

【具体的取り組み】 

Ⅲ 単組の取り組み概要－② 

１. 市町村・議員対策 
① 市町村計画・地域医療構想の動向、経営形態変更、統合・再編ネットワーク化 
  の把握 
② 「新たな財政支援制度・基金」についての市町村要請、意見反映 
③ 自治体議員連合・協力議員団との情報の共有化、協力体制の構築 
    

２. 事業主対策 
① 公立病院改革の計画・予定等、今後の病院運営について情報取得 
② 病院管理者との予算・基金交渉、自治体当局への上申要請・意見反映 

３. 体制構築 
① 病院の財務分析・診療報酬の点検（請求漏れ、未回収） 
② 経営形態変更、統合、再編・ネットワーク化などの把握と動向について 
   県本部、本部と情報共有、対策協議 
③ 基本単組と病院支部（一部適用）の連携、病院単組との連合体（全適・独法 
  病院）の形成および、情報共有 
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①病院を有する自治体（広域連合・一部事務組合）は、「新公立病院改革ガイドライン」 
  に基づき、2015－2016年度に改革プランを策定する。 
 

②「新公立病院改革ガイドライン」は、「地域医療構想」との整合性（並行）が図られる。 
 

③「地域医療構想」では、一般病床の機能分化を行い、構想区域内の医療需要の必要   
 量に見合った見直しが実施される。 
 

④「地域医療構想」は、2025年における医療需要を目標として段階的に実施されていく。 
 

⑤都道府県は、医療計画の一部として、国が示した「地域医療構想ガイドライン」に沿い、  
 2015－2016年度に、「地域医療構想」を策定する。 
 

⑥都道府県は、「市町村計画」や「事業所の意見」を聞いて、「都道府県計画」を策定す 
   ることが義務付けられている。 
 

⑦「都道府県計画」における、医療・介護提供体制等への「地域医療介護総合確保基 
   金」 (例：2015年度医療904億円・介護724億円)が2025年度まで継続される。 
 

※地域医療構想、公立病院改革に伴う予算は基金と大きく関わるため、予算要求交渉 
   とあわせて、各事業所で基金の対象となる事業申請(人員確保、施設・設備の整備等) 
   が行えるよう予算要求行動までの11月を標準とし、各都道府県での公立病院改革の 
   制度学習会を開催する。 

 
 

Ⅳ 取り組みに際しての留意点 



 
 
まずは・・・  
   1.  当局から提案の詳細を説明させる 
                                   ⇒執行委員会⇒全員集会 
  ２．ご連絡を⇒単組・県本部⇒本部(対策考案・アドバイス) 
  ３．参考資料を活用し、当局提案への対抗措置を 
 
①「労働組合のための公立病院における組織対策の手引き・2015改定版」 
 
 
 
 
 

②「全面改定版」公営企業労働者の権利Ｑ＆Ａ（公営企業評議会2015・1改定） 
  公営企業の強みを活かした、労働協約などの活用と手法について解説 
 

③自治体病院経営ハンドブック  
 自治体病院の経営管理・経営改善の具体的方策、財政措置、消費税問題、公営企業 
  会計制度など詳細に記載 
     
 

  

Ⅰ 一方的な経営形態の変更をさせないために 
Ⅱ 経営形態変更をさせない労働組合の対処フロー 
Ⅲ 経営形態変更が決定した場合の労働組合の対処フロー 
Ⅳ 地方公営企業法全部適用（全適） 
Ⅴ 地方独立行政法人制度の問題点 
Ⅵ 地方独立行政法人制度が導入された場合（Ｑ＆Ａ） 
             

Ⅶ 指定管理者制度導入を阻止するために 
Ⅷ 公立病院労組の組織整備・強化 
Ⅸ 公立病院職場の組織化 
Ⅹ 公立病院の「再編・ネットワーク化」の動向と課題 
Ⅺ「再編・ネットワーク化」が決まった場合の労働組合 
                                          の対処フロー 
     



②「全面改定版」公営企業労働者の権利Ｑ＆Ａ 
（発行：株・自治労サービス自治労出版センター03-3263－2923） 
 

③自治体病院経営ハンドブック 
           （株）ぎょうせい（0120-953-431） 
 

①「労働組合のための公立病院における組織対策の手引き」 
 （自治労公立病院対策本部・衛生医療評議会2015改定版） 
 



Ⅵ 地域医療介護総合確保基金の取り組み 
 
１．目的：効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築 
 

２．都道府県・市町村：関係者の意見を反映させ事業者間の公平性・透明性の確保 
 

３．都道府県：市町村計画の事業を取りまとめて、都道府県計画を作成する 
 

４．留意事項 
 ①医療分は病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備事業に重点化する。 
 ②介護分は第6期介護保険事業支援計画の内容等を考慮して決める。 
 ③市町村計画は、医師会等関係者の意見を聴取し、都道府県に計画案を提出する。 
 ④都道府県は、市町村等の各計画案の事業を調整し都道府県計画案に盛り込む。 
 ⑤医療と介護の双方にまたがる人材確保に関する事業ではいずれかに計上する。 
 

５．都道府県・市町村計画の基本的な記載事項 
 ①医療介護総合確保区域の設定 
  ○都道府県：二次医療圏及び老人福祉圏を念頭に地域事情を踏まえて設定。 
  ○市町村：日常生活圏域を念頭に設定。 
 ②目標と計画期間（原則1年間） 
 ③事業の内容、費用の額等 
 ④事業の評価方法 
  ○都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施。 
  ○国は、都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用。 

 
 



 





 



 



 
【都道府県要請書モデル案】 

 2015年○月○日 

○○都道府県知事 
○○ ○○ 様                                                自治労○○○○県本部 

                            中央執行委員長○○○○                              
           

医療介護提供体制の整備にむけた「新たな財政支援制度」に対する要請書(案) 
     
  

 日ごろより県民生活の向上にむけ、ご尽力いただいている貴職に敬意を表します。 
 ５月１３日、地域医療介護総合確保基金交付要綱が通知されました。この中で、2015年度予算では、消費税を利用 
し、医療904億円・介護724億円が計上されました。2015年度事業については、事業の実施状況について、達成状況・ 
有効性・効率性の事後評価を行い、2016年度計画とあわせて国に提出することになります。 
  都道府県の役割は、市町村からの市町村計画と、事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）からの申請を受け、 
市町村と事業者等とのヒアリングにおいて基金規模・事業内容を決定し、総合的な都道府県計画を作成し国に提出す 
る流れとなります。 

 つきましては、都道府県計画策定にあたっては、市町村計画および、事業所等からの意見を尊重し、公民公平な観
点から地域にとって必要性・公益性の高い事業に対し適切に配分されますよう要請いたします。 
   

  記 
  

Ⅰ．2015年度「地域医療介護総合確保基金」事業の事後評価および、報告を行うこと。 
 
Ⅱ．市町村からの要請を誠実に受け止め、市町村計画の取りまとめを行うこと。 
 
Ⅲ．事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）からの要請を誠実に受けとめ、取りまとめを行うこと。 
 
Ⅳ．地域にとって必要性・公益性の高い事業に対し、適切に計画案を示し基金配分を行うこと。 
 
Ⅴ．都道府県計画の策定に関しては、事前に労働組合に提示し、意見交換を行う場を設置すること。 

                                                                                                                  以上 



 
【市町村要請モデル案】 

 2015年○月○日 

○○〇○市町村長 
〇○ ○○ 様 
○○○○病院（センター） 
病院長（センター長） 
○○ ○○ 様                                                    自治労〇○市町村労働組合                
                                                       中央執行委員長 ○○○○              

       自治労○○病院労働組合                                           
                           中央執行委員長 ○○○○                              

           

医療介護提供体制の整備にむけた「新たな財政支援制度」に対する要請(案) 
     
  日ごろより市民生活の向上にむけ、ご尽力いただいている貴職に敬意を表します。 
 ５月１３日、地域医療介護総合確保基金交付要綱が通知されました。この中で、2015年度予算では、消費税を利用し、医療904億円・介 
護724億円が計上されました。2015年度事業については、事業の実施状況について、達成状況・有効性・効率性の事後評価を行い、
2016年度計画とあわせて国に提出することになります。 
 都道府県は、市町村からの市町村計画と、事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）からの申請を受け、市町村と事業者等とのヒ 
アリングにおいて基金規模・事業内容を決定し、総合的な都道府県計画を作成し国に提出する流れとなります。 

 つきましては、市町村計画にあたっては、事業者間の公平性を確保し、地域にとって必要性・公益性の高い事業に対し適切に計画され
ますよう要請いたします。    

  記 
 

Ⅰ．医療介護提供体制に関する「市町村計画」を策定し都道府県に提出すること。 
 
Ⅱ．「市町村計画」においては、「新たな財政支援制度」を有効に活用し、職場環境の改善を主とした医療従事者・介 
  護従事者の確保及び医療介護施設の整備等に関する必要財源を都道府県に要請すること。 
 
Ⅲ．「市町村計画」においては、自治体予算に反映できなかった事項を中心に計画を策定し、都道府県に要請すること。 
 
Ⅳ．「市町村計画」の策定においては、事前に労働組合等に提示し、意見交換の場等を設置すること。                                                                                                                                  

以上 



 

2015年 

７月３～４日    第１回  公立病院改革対策担当者会議      

    目的① 県本部衛生医療評議会全国幹事、政策担当者等に対し、制度の 

            周知、今後の取り組みについての説明。 

 

７月～１１月     担当者会議～単組・病院予算要求時期まで     

    目的①衛生医療評議会を中心に、県本部内対策会議（単組役員）の開催。 

         ②病院単組、病院支部の役員を対象に制度、取り組みの周知徹底。 

        ③病院単組、病院支部のヒアリングを行い県内情報の把握。 

 

１１月予定       第２回 公立病院改革対策担当者会議  

    目的① 各都道府県内でヒアリングした情報の確認、今後の対策の検討等。 

 

１１月～      2016年度「新・公立病院改革プラン」策定まで 

    目的①随時、各都道府県内の地域医療構想、公立病院改革の動向を注視。 

        ② 各事例に対応した本部-県本部-衛生医療評全国幹事-単組での対策。 

 

  

 
Ⅶ 【当面の取り組みスケジュール】 

 



      添付資料 

      
     ２０１５年５月２２日 

    第３回衛生医療評議会全国幹事会 
 

   「公立病院改革の取り組みについて」 
              総務省自治財政局準公営企業室 
 
 

    （抜粋） 
 

     財政措置～新公立病院改革ガイドラインに基づく財政処置⑥ 
 
  
 
  



 



 



 



 



 





 



ご清聴ありがとうございました。 


